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「三田学会雑誌」88巻 1 号 （1995年 4 月）

最善のベイズ的私有化メカニズム

タ イ ス ン . キ ム

(ソウル国立大学）

ジ ョ ン • （) . レ ジ ャ 一 ド
(力リフォルニア工科大学）

1 . 序

ひとつの分割できない物件（“賞品”）を一人の経済主体に配分することに関与しているプランナ 

一を考える。それぞれの主体はその物件に対する自らの評価は知っていても，他の主体の評価につ 

いてはその分布しか知らない。プランナーの目標は事後的に効率的なメカニズムを見つけることで 

ある。言い換えると，その物件を最も高く評価する主体に常に割り当てるメカニズムであり，それ 

は主体間の移転をバランスさせるのでプランナーへの支払いもプランナーからの補助もない。その 

メカニズムはまた個人合理的でなければならない。すなわち，各主体はメカニズムに参加すること 

で非負の利得を保証されるのである。

本論文では私有化メカニズムについての二つの主要なタイプの問題が考察される。第一のタイプ 

の問題は，多くの応用において，メカニズムに参カ卩する主体を補價することが違法であるかまたは 

不可能であるという事実によって動機づけられる。主体間の移転が許されないという極端な場合を 

考えよう。プランナーは主体間の移転なしに物件を配分する，事後的に効率的で，ベイズ的誘因両 

立なメカニズムを設計できるのか。この問に対する答は否定的であることがわかるだろう（第 3 節 

定理1)。そこで移転のないベイズ的誘因両立なメカニズムのうちでどのメ力ニズムが最善のパフ 

才ーマンスをもつのかを問題にする。この問題に答えるために，移転のないベイズ的誘因両立なメ 

力ニズムには各主体について平等な獲得のチャンスがある単純くじを一時的パレート優越するよう 

なものがないことを示す（第3 節定理2 )。

第二のタイプの問題は，主体間での移転は許されるが，バランスしなければならない（すなわち， 

プランナ一へ^のあるいはプランナーからの別払いが許されない）メカニズムに関するものである。とく 

に，個人合理的で，事後的に効率的な，移転がバランスしているベイズ的誘因両立なメカニズムを 

プランナーが設計できるか？という問題を考える。答えは肯定的であることがわかる。この問題に 

答えるために，二つの異なる個人合理性の概念，すなわち，一時的個人合理性と事後的個人合理性
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を満たすメカニズムを考察する。第 4 節では，移転がバランスし，事後的に効率的で，一時的個人 

合理的な配分をインプリメントする単純なベイズ• メカニズムを提示する。さらに，それぞれの主 

体の評価が同一の分布から引き出されるならば，このメカニズムは平等にチャンスのある単純なく 

じを厳密に一時的パレート優越する（第4 節定理3 )。

この肯定的な結果は，事後的個人合理性を要求しても同様の肯定的な結果を得られるかというさ 

らなる問題を提出する。第 5 節では，それぞれの主体の評価の集合が有限であるならば，事後的に 

効率的で，事後的に個人合理的かつ移転がバランスしているベイズ. メカニズムを設計することが 

実は可能であるということを示す（第 5 節定理4 )。有限なタイプの場合，事後的効率性とともに事 

後的個人合理性とベイズ的誘因両立性を要求することが一つの一次不等式体系として簡潔に表現さ 

れうる。このとき二者択一の定理にもとづく証明を容易に与えることができる。

メカニズム• デザインの研究にベイズ. アプローチを用いる文献は多い。公共財のある経済の文 

脈で，D’Aspremont and G erard-V aret (1979) は事後的効率性と予算のバランス性を達成するべ 

イズ• メカニズムを示唆した。しかしながら，D’Aspremont an d G e ra d -V are tのメ力ニズムは一時 

的に個人合理的でない。Laffont and Maskin (1979)は，一般に，事後的効率性と一時的個人合理 

性は予算のバランスしたベイズ的公共財メカニズムと両立しないことを示した。さらに，Mailath 

and Postlewaite (1990)，Ledyard and Palfrey (1994) ならびに Rob (1989)は，それぞれ，ラー 

ジ •エコノミーでは一時的個人合理性はそれだけで公共財がけっして生産されないことを含意する 

ということを示している。

他方，一人の売り手と一人の買い手の間における単一の分割できない物件の双方的取引という文 

脈で， Myerson and Satterthwaite  (1983)は，事後的に効率的で，一時的に個人合理的かつ別払 

いのないベイズ• メカニズムの不可能性を証明した。しかしながら，より最近には， Makowski 

and Mezzetti (1933)丨i ，もし一人の売り手に加えて同一の分布から独立してその評価が引き出さ 

れる潜在的な買い手が少なくとも二人存在するなら，ある評価の分布にたいして，その分割できな 

い物件を取り引きするための，事後的に効率的で，一時的に個人合理的なベイズ.メカニズムが存 

在することを示した。

文献において不可能性定理が優勢であることを考えると，我々の可能性の帰結はむしろ驚くべき 

である。我々の可能性の帰結は二つの主要な要因に依存している。第一に，我々の問題は，Laf- 

font and Maskin (1979) のような公共財というよりむしろ単一の分割できない物件を割り当てる 

というものである。第—に，より重要なのであるが，双方的取引に関する文献（Myerson and 

Satterthwaite (1983), Makowski and Mezzetti (1993) ) ではその物件は一人の経済主体すなわち売り 

手によって所有されているが，我々のモデルではプランナーによって所有されている。我々の可能 

性の帰結が示唆するのは，所有権とは，双方的取引のモデルで個人合理性条件が満たされることを 

困難にし，ベイズ • メカニズムで事後的効率性を達成することの主要な障害^:、、あるということだ。
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我々の帰結はもう一つの肯定的なCram ton，Gibbons and Klemperer (1987) といくらか整合的で 

あり，これは，もしそれぞれの主体の評価が同一の分布から独立に引き出され，どの八一トナーも 

大きすぎるシヱア一をもたないならば，ハ。一トナーシップが事後的に効率的な，一時的に個人合理 

的な方法で解消されうるということを示す。しかしながら，我々のモデルでは，それぞれの主体の 

評価は同一の分布から引き出される必要がなく考案される問題はかなり異なっている。さらに， 

我々は一時的個人合理性よりもむしろ事後的個人合理性を達成するので，我々の結論は彼らのもの 

より強い。

完全情報のインプリメンテイションの文脈では，物件についての主体の評価は主体間での共通の 

知識であり， Glazer and Ma (1989)は均衡において主体間の貨幣の移転がなく，最大の評価をす 

る主体にその物件を割り当てる多段階メカニズムを導入した。しかしながら，我々は不完全情報下 

では事後的に効率的なベイズ. メカニズムはいずれも均衡では主体間の非ゼロの貨幣移転を含まな 

ければならないことを示す（第 3 節定理1 )。それゆえ，我々のメカニズムは（プランナーから主体 

と主体からプランナーを除いて）主体間の貨幣移転を許すとしても，我々の結果はGlazer and Ma 

の結果の不完全情報バージョンであると見なされうる。

以下この論文は次のように整理される。第 2 節ではフォーマルなモデルが与えられる。第 3 節で 

は移転のないベイズ的誘因両立なメカニズムを議論する。第 4 節では，事後的に効率的で，一時的 

に個人合理的であり，しかも移転がバランスするベイズ的誘因両立なメカニズムを提示する。そし 

て第5 節では，有限なタイプの場合に，事後的に効率的で，事後的に個人合理的であり，しかも移 

転がバランスするベイズ. メカニズムの存在を示す。

2 . モ デ ル

一つの分割できない物件（“賞品”）を二人（あるいはそれ以上）の経済主体のうちの一人にプラン 

ナ一が割り当てるという問題を考える。この物件についての主体/ の評価た. は主体 f だけに知ら 

れているが，このUは 7；上の分布関数/ ^ をもつ独立な確率変数であることは共通の知識である。 

ただし， 7；.(匚7?+) は主体 / の可能な評価の集合である。それぞれの経済主体はプランナーにとっ 

てのその物件の価値c (之0) を知っている。本論文の結論は任意の正のc に容易に一般化できるか 

ら c =  0 と仮定する。（第 4 節注意4 .2と第5 節系5 .2を見よ。）また二人の経済主体を仮定するが， 

これもまた任意の有限人数に容易に一般化できる。（第4 節注意4 .3を見よ。）

これらの二人の主体はその物件を誰が受け取り，いくらの貨幣が主体間で移転されるべきかを決 

めるためにメカニズムに参加する。直接メカニズムでは，すべての主体は自らの評価を同時にプラ 

ンナ一に報告し，プランナーはその物件の受け取り人と主体間での貨幣移転の額を決定する。この 

ようなメカニズムは刀\ ァ2上の結果関数（;?，ェ）で記述される。ここで，
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p(h, t2)=(pi(th t2), miti, t2) ) ただし （ん t2)= l ,  Pi(th t2) > 0
2 =1

は物件が主体1 と2 に与えられる確率であり， 

x{ti, = t2), x2(ti, tz))

は主体1 がたを主体2 が t2 を報告するときの主体1 と2 への貨幣移転である。

直接メカニズム（p，x ) がベイズ的誘因両立であるとは，他人が正直に報告するとき各タイプの 

各プレイヤーが正直に報告したいということである。すなわち，

Ui {ti, ti) ^  Ui (も；t i ) V t\, t\ G T\

Ui ( t2, ’2) >  ひ2 ( tl\ tz) V h, E  Ti

ということである。ただし，

Ui(h; h ) = h j s p i ( t i ,s )  dF2(s) + j  x i(h ,  s) dF2{s)

ひ2 ( ’2; t2) = t2 j  Piis, i2) dFi(5 ) +  j  x2(s, h) dFi(s)

である。 (M U ,ん）とは主体i が h を報告するときの i の一時的期待効用である。表面原理（たと 

えば， Gibbard (1973)，Myerson (1979)，Dasgupta, Hammond and Maskin (1979))により，ベイズ的誘 

因両立な直接メカニズムに注意を限定することで，一般性をまったく失わない。そのメカニズムを 

これからは単にベイズ. メカニズムと呼ぶ。

それぞれの主体がメカニズムに參加するのを促進するには，そうすることでどの主体もある意味 

でよりよくならなければならない。二つの異なる個人合理性の概念がこの論文では用いられる。メ 

力ニズムが一時的に個人合理的であるとは，すべての i とたe  7；. にたいして 

Ui(ti', ti) ^  0

となることである。つまり，主体が自らの評価を知るが他人の評価を知らないときに，その主体の 

期待効用は非負でなければならないということである。

メカニズムが事後的に個人合理的であるとは，すべての i と（ん TiX T iたいして， 

tiPi{tl, t2)-\-Xi{tl,fc) ^  0

となることである。つまり，どのようなタイプんもが実現してもそれぞれの主体は非負の効用を 

受け取るということである。

事後的効率性が要求するのは，どのようなタイプが実現しても，物件はより評価の高い主体に与 

えられるということである。こうして，メカニズムが事後的に効率的であるとは，

となることである。

2
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主体とプランナーの間での貨幣移転にたいして二つの異なるタイプの制約を導入する。メカニズ 

ムが移転なしであるとは，すべてのんもと/について 

Xi(ti, t2) = 0  

となることである。

メカニズムは移転がバランスしているといわれるのは，すべて のれ ともについて 

XiXtl, t2) +  X2(tl, t2) =  0

となることである。移転がバランスしているメカニズムでは，移転は主体間で許されるがプランナ 

一は主体の集合から少しの貨幣をも集めることもできないし補助金を与えることもできない。

3 . 移転のない最善のメカニズムの不可能性

この節では移転なしのメカニズムに関して二つの問題が扱われる。第一は，貨幣移転のないメカ 

ニズムで事後的効率性を達成できるか？というものである。このタイプの問題は完全情報のフレー 

ムワークではGlazer and Ma (1989)によって持ち出され肯定的に答えられた。しかしながら， 

我々のような不完全情報のフレームワークでは答は否である。

定理1 主体1 の物件にたいする評価をそれぞれ％の確率でw 又はw とし，主体2 の評価を確 

率 1 で v とする。ただし，mく：̂ く w である。このとき，移転のない事後的に効率的なベイズ•メ 

力ニズムは存在しない。

証明： （p ，エ）を移転のない事後的に効率的なベイズ. メカニズムとする。このメカニズムは移 

転がないので，すべての tu h についてx ( t h t2) =  0 である。このメカニズムがベイズ的誘因両立で 

あるためには

U i(u； u) =  U' P i(u, v) >  U' Pi(w, v) =  U i(u； w )

かつ

t / i ( w ; • Pi(W，tO >  W  Pi(W，1̂ノ=  wノ

である。それゆえに

Pl(u, v) =  Pi(w, v) ( 1 )

である。しかしながら，メカニズムの事後的効率性は 

Pi{u, v) =  0 かつ p i (w，p) =  l  

を要求するが，これは⑴と矛盾する。 ■

第二の問題は，移転がないならば最善のパフォーマンスを与えるのはどのメカニズムか？という
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ものである。答えは，各主体に平等なチャンスのあるくじがプランナーの設計できる最善の移転の 

ないベイズ.メカニズムである。メカニズムが平等にチャンスのあるくじメカニズムであるとは， 

すべての tl，t2について

t2)= p 2 ( t i ,^ ) = 1/2 かつ x i(h ，t2)=X 2(h，t2)=Q  

となることである。平等にチャンスのあるくじメカニズムは明らかにベイズ的誘因両立であり事後 

的に個人合理的である。それは事後的に効率的でないのであるが，次のような意味で最善である。

定理2 刀ニ乃ニレ，6 ] であり（んも）e  T i X 乃とする。このとき，平等にチャンスのあるくじ 

メカニズムを一時的パレート優越する移転のないベイズ■ メカニズムは存在しない。

証明： メカニズム（p ，エ）が主体1 についてベイズ的誘因両立性を満たすので，す べ て の tu h  

にたいして

> rb ^

Pi(th s2) h (s2) ds2^  h I p i ( t h s z )h (s2) ds2 

である。だから，すべてのんA について，

f a  Pi( ti,s2) ,2 (s2) ds2 =  L  P\( tl, S2) h  (s2) ds2 

である。同様にして，主体2 については，すべてのも，f2にたいして 

j a P2 ( s i , t2) h  (5i)ds\ =  / p2( ti, S2) fi  (si)dsi

が従う。それゆえ，

Ui( ti, h) =  ti f  p i(h , s2) h (52) ds2

= t\Ja { J a pi(ti, s2) h  (s2) ds^j M  ti) dti

かつ

U2 ( t2', t2) =  t2 f  P2 (si, t2) f i  (si) dsi

=  ’ 2X  { f a  P 2 ( S l ’ れ し 1、也 、 从 め  d t 2

である。もしメ力ニズム（J9, x ) がひ1，t2)において平等にチャンスのあるくじメ力ニズムを一時的 

パレート優越するならば，一般性を失うことなく

Ui(ti, t i ) かつ Ui( t2, ti)^ ^

となる。このとき，

t\) — t\ J
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r b  r b  1

/ / p i(sh s2) h  (s2) f\(si) dsi dsi 〉 T かつ

r b  r b  1

/ / P2(si, 52)/i(si)/2(s2) dSidS2>~2

となり，すべてのSl，S2にたいしてPl(Sl, S2) + P2(Sl，s2) =  lであるから，これは矛盾である。 ■

注意3.1 定理2 における性質をもつベイズ. メ力ニズムはHolmstrom and Myerson (1983) で 

一時的に誘因効率的と呼ばれている。

主体間の移転は許されるがバランスしていることを要するならば，次の節で示すように，事後的 

効率性と一時的個人合理性がともに達成される。さらに，各主体の評価の分布が同一（すなわち，

F产 F 2) であるならば，我々の提案するメカニズムは事後的個人合理性を満たすだけでなく平等に 

チャンスのあるくじメカニズムを一時的にパ レ ー ト優越する。

4 . 一時的に個人合理的で，最善のメカニズム

この節では，事後的に効率的で一時的に個人合理的な配分をインプリメントする，簡潔で移転の 

バランスしたベイズ. メカニズムを導入する。プランナーの側の移転のバランスを要求するので， 

売り手が買い手から貨幣を引き出す，セカンド• プライス . オークションのようなオークション•メ 

力ニズムは候補とは考えられない。しかしながら，我々は次のような簡潔なメカニズムを提案する。

定理 3 T i=  7^2= [«，6] ただし6 之《幺0 とする。メカニズム

t2) =  l  れ>/2 のとき

=0  tl く t 2 のとき

Xi(th t2) =  — J  s dF2(s) + J  s dF i(s)

はベイズ的誘因両立で，移転がバランスし，事後的に効率的かつ一時的に個人合理的である。

さらに，すべてのについて K  =  F であり，F が厳密に増加であるならば，このメカニズムは 

事後的に個人合理的であり，かつ，平等にチャンスのあるくじメカニズムを一時的ハ。レート優越す 

る。すなわち，すべてのんらについて

Ul{t\, t\)> tl かつひ2 (も; / '2)〉各 

である。

証明： このメカニズムは
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Ui(tu tl)— U i(h； tl)

= pi( h, /2) dF2(も) +  ェ xi{U, t2) dF2( t2)

~ ^ f a P i(ん ti) dFi(t2) -  j"。xi(t i ,  ti) dFz( t2) 

f  dF iis)— f  sd F 2(s)+ f  f  s dFi{s) dFz^tz)

—tij^  dF2(s) +  エ s dF2(s) — s d F i(s) dF 2 (t2)

= ム (ti — s)dF2(s) ^  0

より主体1 について誘因両立である。

主体2 についての誘因両立性の証明は同様である。（仏工）の定義によりメカニズムは事後的に効 

率的であり移転がバランスしている。

メカニズムは

Ui(h; h) = t i f  dF2(s) — J  s d F 2 ( s ) +  I J  s d F i(s) dF2(t2)

= J a ( t i~ s )  dF2(s) +  J a s d F i(s) d F 2 (ti、之 0

より一時的に個人合理的である。

次に，各 / = 1，2 について尺= 尸ならば，办ぬの定義によってメカニズムの事後的合理性は直 

ちに得られる。最後に，各 / = 1，2 についてK . = F で F が厳密に増加的であるならば，

U\{t\, ti)> 今た 

となることを示すために，

Gi(ti)= Ui(h; ti)— ti

とおく。す べ て の 刀 についてG U ) > 0 であることを示す必要がある。 と 

F は厳密に増加的であるので，G は厳密に凸である。だからG は厂（/ 0 =|とするときびで最  

小値:となる。それゆえに，G A O X ) を示せば十分である。F ベが厳密に増加的であるから，

G M ) = j  ( t r - s ) d F ( s ) - ~ t t  + f bJ  u dF{u )dF{s)

{ti — s) dF{s) u dF{u)  dF{s) —•2" t\

t r F ( t r ) -  f ^ s d F ( s) - ^ - t r +  u dF(u) dF(s)

f  s(l  —F(s)) dF(s)— f  s dF (s)
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= f  (l — t ) F -1( t ) d t — f  F _1( 0 dt  (ここで f=_F(s)とおく）J 0 J 0

= f  (1—t) F -1(t) d t — f  tF ベ i f) dt J 1/2 J 0

= J o sF~l (l — s) ds — J o sF~l (s) ds

= f  s [F _1( l —s) —F _1(s)] ds J 0

>0

である。 ■

注意4 . 1 物件を初期に保有する一人の売り手と一人の買い手の間での事後的に効率的で，個人 

合理的な取引メカニズムの不可能性というMyerson and Satterthw aite  (1983)の結果と比較する 

と，我々の可能性の帰結は物件に対する所有権が一人の主体には与えられておらず外部のプランナ 

一に与えられているという事実に依存している。それゆえ，主体の個人合理性は我々のフレームワ 

一クにおいては満たされやすい。

t l > t 2 , t l ^  C のと き

t l  く 2̂, f e 之c のと さ

t l  く  C ， t z <  c のと き

注意4 . 2 プランナーが主体からc という額を徴収することによって移転をバランスさせること 

にのみ関心があるならば，プランナーにとっての物件c が 0 という仮定は害にならない。c 之0 に 

たいして定理3 のメカニズムを次のように修正する。

P\{h, t2) =  l

x八れ，t2) =  — f r Mtuc)( s - c ) d F 2(s) +  / r x<<2>c>(5 - c ) ^ F i ( s )  

x2(ti, t2) = —Xi(ti,t2) 

i i i . 獲得者がいれば獲得者からプランナーがc を徴収

このとき，誘因両立性，一時的個人合理性ならびに移転のバランスの証明は定理3 のそれと同様 

である。c > 0 について，事後的効率性とは，いずれかの主体の評価がc より高いならばより高く 

評価する主体がその物件を獲得し，かつ，両方の主体の評価がc より低いならプランナーがそれ 

を保持するということを意味している。それゆえ条件i はベイズ. メカニズムの事後的効率性を保 

証している。

注意4 .3 定理 3 は結果関数を次のように修正することで任意のバ左2)人の主体に一般化され
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うる。

P i { t ) ^ l (すべてのk 乓i についてt i> tkのとき)
= 0  (上記以外のとき）

Xi( t、= _  j  …J  t-idF i(t i)-"  dFi-i( t i - i )dFi+i( t i+1) • • • dFi{ti)

…f :  t-jdF\  ( ^ i ) d F j- i( t j- i)  d F j+ i(tj+ i)… dFi(ti)

ただし， た，…，わ）と max {も，…，た.-!，た+丨，■■•，わ} である。もし / = 2 ならば，この結果関 

数は定理3 のそれと同一であることに注意せよ。

5 . 事後的に個人合理的で，最善のメカニズム

第 4 節では事後的に効率的で一時的に個人合理的な配分をインプリメントする移転がバランスし 

たメカニズムを提示した。さらに，それぞれの主体の評価が同一の分布から引き出されるならば， 

そのメカニズムは事後的に個人合理的でもある。しかしながら，K キ巧ならば定理3 に与えられ 

たメカニズムは事後的に個人合理的でないことを容易に示せる。それゆえ，この節では，事後的効 

率性と移転のバランスに加えて事後的個人合理性を満たすベイズ. メカニズムを設計できるかとい 

うことを調べる。

本節の分析のために乃は有限であると仮定する。このとき，一般性を失うことなく，必要なら 

ば確牢ゼロの評価を加えることで：T,.を各主体 / について同一の集合と仮定できる。そこで，すべ 

ての i にたいして，

T i ^  { V i ,  V 2 , ' " ,  V n) ただし 0 く妁く

とおくことができる。また二人の主体1 と2 のみが存在すると仮定する。主体1 (あるいは主体2 ) 

にとっての評価V iの確率をpi (主体2 についてはの）と書く。

この文脈では直接メカニズムは

兀U) !'，>=1

と定義されうる。ただし，主体1 がれを主体2 が巧を報告するとき，主体1 は確率 ;To.で主体2 

は確牢1_ 而でその物件を受け取り，X ijは受け取る側から受け取らない側への貨幣移転である。 

直接メ力ニズムが事後的に効率的であるとは，

_  (1 i >  j のとき 

71 l0 i < j のとき
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となることである。ここでの事後的効率性の定義の下では，両者が同じ評価を報告すると，物件は 

主体2 のものとなることに注意する。明らかに，タイの場合には，主体1 が物件を得るかまたはく 

じが使われる事後的に効率的な他のメカニズムが存在する。しかしながら，付加的な性質をもつ事 

後的に効率的なメカニズムの存在を示すことに関心があるので，ここでの効率性の定義を満たすメ 

力ニズムに注意を限定しよう。

事後的な効率的な直接メカニズムに対しては，主体1 についてのベイズ的誘因両立性条件は次の 

ように書くことができる。すなわち，すべての /，左= 1，•••，打に対して

1—1 n  k — l  n

IC1(i, k ) : — の + 〉’ の■之〉. (ル—x kj) Qj+ ) '  Xkj

である。IC H A /t)の不等式は，タイプルの主体1 につぃて，正直に報告することが:^を報告す 

ることと少なくとも同じ大きさの期待効用を与えるとぃうことを意味する。誘因両立性の不等式の 

うちのぃくつかは過多であることがわかる。たとえば， IC W ，/ +  2 )は 1C1(い -+1)，ICH^'+l, 

/ + 2) とれく^ +1 とぃう事実から直ちに従う結果である。一般に，各タイプが隣のタイプを模倣す 

るインセンティブを持たなぃなら，より遠ぃタイプを模倣するインセンティブを持たなぃ。

それゆえに，過多な不等式を取り除くと，次の2 («  —1) 本の不等式が主体1 につぃての事後的 

に効率的なメカニズムの誘因両立性にとって必要なすべてである。すなわち，すべての / = 1，2,…， 

n - \ につぃて，

1 - 1  n i n

IC1(/, / +  1 ) : ) ' (Vi — Xij) qj +  Xij の.^  ^  [Vi- Xi+1, j) Qj +  ^  Xi+1,j Qj
J  =  l  j = i  i = l  J= I  + 1

i n i - l  n

ICH^ +  l , i) ： ) '(^i+i — Qj+ U  Xi+i, j q j^  ^  (Vi+i—Xij) +  )1 Xij qj
j = l  j = i + \  j = l  j = i

である。

等価には，z_=l，2, …，《- 1 につぃて

i - l  n

IC1( i,  2 +  1) : ^ ( X i j  — X i+ i , j)の +  ( — X a  — Xi+i , , ) +  ) '  ( - X i j  +  Xi+i , j )  q j  <  QiVi
j = l  j = i + l

i - l  n

I C  +  I，i) : ^{X i+U j — Xij) Qj +  ixi+i.i +  Xit) Qi+ 〉’ +  qj く 一 qiVi+i
j = l  j = t + l

である。

同様にして，主体2 につぃては，次の2 (w — l ) 本の不等式が誘因両立性の条件である。すなわ 

ち，ノ_ = 1，2, •••，w —l について，
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IC2 ( ；' , ；' + 1 ) ： Xij )  Pi  +  2 j  Xij  Pj  ̂  2 j  -  X i< 川 ) Pi  +  エ i,奸 I Pi

j +1  n j  n

i c 2(；+ i , ；) ：̂ ( ^ +i-xi,>+i) j 5 i + y  x i,j+iP i^ Y i v̂j+i ~ x ^  Pi+  Yi °°ijPi

である。i c 2(y，；t ) の不等式は，タイプ巧の主体2 について，正直に報告することがれを報告す 

ることと少なくとも同じ大きさの期4寺効用を与えるということを意味する。

等価には，ノ_ = 1，2, …，w —1 にたいして，

j  n

IC2(y，ノ_ +  1 ) : ) ( U o - ^ t , > + i )  Pi  +  ( - X j + i , j - X j +i , j +i ) p j +i +  ( - 0 C i j  +  X i , j +i) Pi  <  - p t + i V j

j  n

I C 2 ( ；' + l , y )  ： 2 j  (-3：：, j + l  -  X i j )  P i  +  ( ^ + 1, > + i  +  ^ + 1, j )  P j + l  +  ( - X i , j + 1  +  X i j )  P i  <  — p i + i V j + 1

1=1  i = j + 2

である。

事後的に効率的なメカニズムでは高い評価をする主体が物件を受け取るから，事後的に効率的な 

メカニズムが事後的に個人合理的であるといわれるのは，すべての i，j= \ ,2 ,  ••■，n について 

0 <  <  max {vi, Vj}

となることである。この不等式はどのタイプが実現しても物件を受け取る側は受け取らない側へゼ 

ロよりも大きいが受け取らない側よりも小さい額を支払わなければならないことを意味する。

次に，より強い形式の事後的個人合理性，すなわち，すべての /，ノ’について 

IR(f, 7) : 0 <  Xij <. Vi 

という条件を満たすメカニズムが存在することを実際に示す。

事後的に個人合理的で，事後的に効率的かつ移転のバランスするメカニズムの存在を示すために 

は，次の不等式

( i c H ^ ^ + D . i c H ^ + i . O K  ， ( i c 2(y，y + i )，i c 2( y + i，y)) ， ( i R ( / ,；) n ,= i

を満たすC to O Im の存在を示すことだけが必要である。

定理 4 事後的に効率的で，事後的に個人合理的でかつ移転がバランスするベイズ的誘因両立な 

メ力ニズムが存在する。

証明は二者択一の定理の適用であるから，それは付録におかれる。

第 4 節のように，プランナーが物件にたいしてc という価値を持つとき，次の系が定理4 の一
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般化となる。 c ( > 0 ) について，事後的効率性は，いずれかの主体の評価がc より高いならばより 

高く評価する主体がその物件を獲得し，かつ，両方の主体の評価がc より低いならプランナーが 

それを保持するということを意味している。また，この文脈では，移転のバランスはプランナーが 

主体から正確にc を徴収することを要求する。

系 5 にたいして，事後的に効率的で，事後的に個人合理的でかつ移転がバランスするべ

イズ的誘因両立なメカニズムが存在する。

証明はまた付録におく。

注意5 . 1 公共財のある経済では，事後的に効率的で，予算がバランスするベイズ•メカニズムは 

必ずしも一時的に個人合理的とは限らないことはよく知られている（Laffont and Maskin (1979))。 

我々のモデルでプランナーの価値c を物件をつくるコストと解せば，単一の分割できない私的財 

を配分するという状況は公共財を配分する状況とは劇的に異なる。系 5 は事後的に効率的で，事後 

的に個人合理的でかつ予算のバランスする，私的財を配分するベイズ.メカニズムを設計できるこ 

とを示す。

Groves and ledyard (1987)は，有限な主体が存在する古典的な経済では，誘因両立性の概念が 

完全情報ナッシュ均衡あるいは支配戦略均衡のどちらであっても，誘因両立で事後的に効率的でか 

つ個人合理的なメ力ニズムを設計するときには私的財と公共財には差異がないことを示した。しか 

しながら，我々の結果は，有限な主体の場合，ベイズ的誘因両立で事後的に効率的でかつ個人合理 

的なメカニズムを設計するときには私的財と公共財には差異があることを示している。

A 付録

定理 4 の耻明：非負の実数（办れ问のうちで，/ = 1 , 2 ,…，w - 1 について

z —1 n

IC1( i, / + 1 ) ：̂  {X ij  -  Xi+i.  j ) の+ ( -  X u -  X i+ 1 ,i) +  )' { - X U  +  Xi+i,  j )  Qj ̂  -  QiVi
j= l  j= i + l

i- l  n

IC1 (/  +  1 , i) : ) '  (xi+i, j — x^) q： +  (xi+i, i +  Xii) ^  ( — x i+i, j +  Xu)の く — QiVi+i
j= l  j = i + l

となり，メ= 1 ，2,…，w _ l について，

j n
i c 2( y , y + i )： P i + { - x j + i . j + i ) p j+i + 〉. ( -X ij+ X i,j+l) Pi ^  -pj+iV j

I C 2( y + l ,  j )  ： — Pi +  (X j + u >+i +  Xj+\, j )  P j+ i +  ) ( ~ X i , j + i  +  Xij)  Pi く — p j + iV j+ i
i=l i=j+2
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ただし空欄となっているすべての要素は0 である。

となり，かつ，

IR (1 , ; ) : Xu <  Vi for ; '= 1, 2, •••, n

IR(w, j ) : Xnj ^  vn for ;' =  1 ,2, •••, n 

となるものをさがす。

これを

A x  <■ b ( 2 )

のように書くことができる。ただし，エ= (エ11，…，Xin, •••，办1，•••，x抓）であり，A とろは4 ( w _ l )  

+  w2の列を持ちA は w2の行を持つ。（行歹ij A とべクトルみの例は以下に従う。証明を読むあいだその 

例を参照するのが役に立つだろう。）

A の最初の2 ( « — 1) 列は（IC U f，i +  \), i a ( i  +  \, i))%\の左辺に相当する。A の次の2U  — 1) 

列は（̂ ^ ( 人ゾ+ ひ に … + ^ 作丨の左辺に相当し，最後のw 列は 

に相当する。ベクトルろは同様に配列されている。

一つの例としてw = 4 のときの行列A とべクトルろは次のようである。

b ’  = 、_ Q l V l ，Q l V 2 ,  —  Q 2 V 2 ,  <J2V 3， _  Q 3 V 3 ,  Q3V 4 , — p 2V l ,  P 2V 2, — P 3V 2 , P 3V 3 , ~  P i V 3 , P 4 V 4 ,

V i ,  V i ,  V i ,  V i ,  V 2 ,  v2, v2, V 2 ,  V s ,  v3, v3, V z ,  V i ,  V i ,  V i ,  V i , )

Qi — Q2 — Qz — Qa — Q\ — q i Qz Q4

Qv Q2 Q3 Qa Q\ Q l一な3 ~Qa
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(2)について非負の解べクトルょが存在することを証明するために，そうでないとしてみよう。 

このとき次のような矛盾を得る。そのようなx が存在しないのであるから，二者択一の定理（たと 

えばGale (1960，p_47の定理2 .8) を参照）により，

yA  ^  0 かつ yb<Q  ( 3 )

を満たす非負の（4 ( w - l )  +  «2)-べクトル y =  ((A), (M  が存在す

る。

不等式於4 之0 は，す べ て の =  …，n について

^ij ^  n\-\ — A\ +  Pi { —A2j - \ - \ - A 2j —nf) i >  j  のとき
E ( i J ) :

^  Qj{ — A\-i + A \  — pi{A2j - i ~  — A]+fj.f) i <, j  のとき

と问値である。たたし，左= 1，2 について/ ^ ^  0 である。

次に，

n n n

+ /j\-\V i)+  Pi( — A2i-iVi-i + fi2i-.iVi) + ̂  ̂  5o)れ]+ ( ぶし)ジ1
1=2 j~ l j =l

n n

^  ^  [の- i ( _ /U-i + パ!-1) Vi+Pi(  — A +  lA-\) Vi +  (̂  ) 表+i，j)  Vĵ -y +  8 2 1V2
i~Z j= l

n n

^  の- 1 ( _ バ V i + Pz( —/^2i~ i  +  ^ 2i - i ) れ+ ( 乂さ0) Vi
1=3 j=l

+  01(―メ i +  V2 +  P2 ( —メ？ +  バデ）V2 +  Q l { ^ \ ~  f ^ \ ~  A\ +  1̂ 2)  V2 +  P 2 {A \  — !J .f)  V2

(不等式E (2, 1) を用いる）

之

n

の-i(一/U-i + パ!--1)Vi-\-Pi{—A2i~i-\-[A- \ ) 1 SijjVi + なi(一/U + パ占)巧

之 0 (補助定理7 による）

であることに注目する。これは(3)との矛盾である。これで証明は完了である。

3 ^ k < n について

ak-
I

とおく。

71
<7i-i( —/^1-i +  ̂ i - i ) vi-\-Pi{ — A2i~\ +  Vi +  (̂ )  * da ) Vi +<?i( —^ 2+ ^ 2) v.

補助定理6 すべての/，ノ‘= 1 ，2 , …，w についてE ( /，ノ•）が成り立つとする0 このとき， 3 く/: く w 

にたいして
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f c - l

a/ĉ {  H  Qi^( — Ak + Mk)vk /U - i> パ i - i のとき
i =l 

n

oik> 2_, Qi j Uk—^ k ) v k /U - i< " 3 l- iのとき

である。

証明：帰納法で証明する。左= 3 のとき，/U 之/ ^ とすれば，妁之妁より，

び3 ^  [ 9 2 ( _ / U + W )  +  P3 トス！+  パi ) +  あ1 +  占32] ^ 3 + ^ 1  (  — ^ 2  +  ^ 1 )  Vz 

^  [<?2( —>U +  / 4 ) + P 3 ( _ スi +  " i )  +  (gi +  <72) {A\ — [J-2 — A\ +  fj-z)

+  />3 ( ス 卜 バ ?) +  /?3 ( — バ？ +  " ?  +  バ 卜 バ ! ) ]  V 3 +  Q l ( ~  M  +  V2

= (^1 +  ^2) ( — /̂  3 +  ̂ 3) +  < 7 l 2 — ̂ 2) (V3~V2)

^  (の十 02)( —W +

である。Wく/4 ならば，

n

( h  ^  — zU +  /4 ) + P 3 (  — スi  +  " ! )  +  (  )  d s j^ j  V 3 +  Q1 ( — ^ 2  +  ^ 2)  V 2

•7=3
71

^  レ2( - / ^  +  /4 ) . 3々( - ス!  +  " !)  +  ( 2  の) ( - /U + M  + スト/4 )
n j =3

+  P3 ) (ス3-1—/^ -1ー/^  +  / ^ ) ]ジ3+<71(—/^  +  /4) V2
ゴ=3

n

^  ( ェの. ) (^3—^ 3)
プ=3

である。よってA:=3のとき，命題は正しい。

左一1 について命題が正しいものとしよう。左について命題が正しいことを示す。はじめにぬ: 

み—1+ルに注意する。ただし，

ル

n

Q k -\ ( ~  M - l  +  / ^ k - l ) + P k  ( — A%^i +  l A - \ )  +  ^ )  d hi ) Vk

である。んについての命題の最初の不等式を示すために，/U - i之" ぇべと仮定する。このとき，

K — L
Qk~\{ — A \ -\ ^  fA -i)-\ - P k {  — A2k~\ +  f A - i)-\-〉 8  a I Vk

J = l

^Q k~\(一 A \ -i +  1A - 1) + p * ( ~  ス i - i  +  fA - \ )

k-l k-l
十 ( ) ' . A i + / J f c ) + p k ^  +  (2 j )^  v k

i=i j=i
k - l  k-l

( 2  î-i) の)(- /U+バ1) Vk
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である。考察するべき二つのケースがある。

1 ) ^ \-2 ̂  ならば，ス]1ー1 >バ1：-1かつ Vfc >  V k - 1 より

ak=  ak-\ +  ̂ k
k - 2  k - 2

^  (ど q? j{ — A\-i-\-n\-i)vk

A r - 1

の . ) ( m ■ " り V h

i = l  
-1

( 〉1の) ( —^ A +  Vk

+  ( ア の . ) ( / U - i  — バ i - i )  V k

z = l

命題が k - l について正しいことより

k - l

である。

2 ) スi - 2〈“ i - 2 ならば，スi - l  か つ Vk, Vk-i ^  0 であるから，

ak=  ak-i +  Pk
n k - 2

之( ア の_)(/U-i— "しi)シ*-i+( Y  <7i)(/U-i — "i-i)ジ*
i = k - \  e=l

k - l

+  ( 2 の) （一/U  +  " i ) n 命題が k - l について正しいことより 
2 = 1  

k - l

ベ 〉’ の) ( - /U +  " i )  Vk
i =l

である。よってどちらのケースでも/U - i之j u i - iならば

k - l

び* > (〉〗の)(-バi + パi) Vk
i= i

である。

んについての命題の二番目の不等式を示すために，/U - iく “ し1 と仮定する。

Vkq k -i( —スi-i +  lA-\) +  P k { ~スi_i +  fA-i) +  y dkj
j=k _

q k _ i  ( — /U-i +  / A —i ) + P / c ( ~  A l - i  +  i A - \ )

n n

+  {マふ) （一/ U - l + / ^ i - l  + メi  — /^)+外  +  Vk

i = k  j = k

n n

( ^  の)（— /U_i + "i_i)ジ* + ( 2 の)（バ卜パi)ジA:
i = k —\ i = k

に注意する。再び，考察するべき二つのケースが存在する。

1) A jfc-2 ^  f ^ k - 2  ならは，ス i - l  く パ i - l かつ V k ，V k - l  > 0  より，

( 4 )
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ak=  ak-i +  Pk

である(

<

ak：

f ^ k - 2 ならは，スi  —1くパi - l か つ Vfc ̂  V k - l より 

Ctk-\ +

ak>

y 1 ^ Ik-1 +  M k - i )  V k-i  +  ( ^ 〉 Qi^ A\-1 +  / n i - i )  Vk
1 = 1  r = A — 1

n

-( X の) 0U — パiレ * 命題がん_ 1 について正しいことより
i—k

n

y 1 の)(バレ一パし) y 1 Q?j{—^ \ ~ \ + V k
i = k —l i = k —\

n

_ ( 〉〗の) f ^ \ ) V k 命題が k — \ について正しいことより
i = k

n

2j  の) o u - パ]O w
i = k

である。よってどちらのケースでもメもィく/^ぺならば

-
名{Ak — fJiDvk ( 5 )

である。ゆえに，⑷と(5)により命題はA:について正しいc

補助定理7 すべての /，ノ_=1，2 , …，《についてE ( /，y )が成り立つとする。このときみ之0 であ

るo

脏明： /U = ^ ) i= 0 であるから，補助定理6 より仏之0 である。

系 5 の証明：はじめに次の修正された問題を考える。 

i =  \, n について W i = V i _ c，i* =  min { i : w；； ̂  0 }とおき，

T ’l =  T ' l — {Wi*, Wi*+i , ■ Wn)

とする。このとき，定理 4 により， T ; とアらに関するベイズ的誘因両立性，事後的効率性，事後 

的個人合理性を満足するような獲得する側から獲得しなぃ側への非負の移転{xo.} ?，>=».•を得る。

主体1が h を主体2 が巧を報告するとき，主体に物件が与えられる確率を；rS.であらわし， 

如を獲得する側からしない側への移転としよう。いま，メカニズム
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を

(̂ " ij> 兀 ih ^ii) i, j=l

i* =  min {i: Vi > c}

ii . 7Tij = l i 之 のと き

7ri = l i ' i  く j のと き

プランナーが物件を保持 i く i*, j  < i* のと き

i i i . プランナーはもし存在すれば獲得する主体からc を徴収

IV ,

Zij--

のように定義する。

X ij i > i*, i* のと き

X i,i* j < i* のと き

X i*ti i < i*, i* のと さ

0 i < i*, ；' < i* のと ぎ

獲得する主体がIV

卜は物件を受け取るこ 

より高い評価を報告し，

とによって利益を得られる最小の評価のタイプである。 

獲得しない主体が: ^ より低い評価を報告するなら， 

而の定義より，メカニズムは獲得しない主体をその評価が卜であるかのように扱う。

タイプルについてのベイズ的誘因両立性条件は，れ之れ*ならば，{エび}し=,•の選び方から直に 

従う。他方，R • より低いタイプh については，I V より低い評価を報告することが同一の結果を 

与える。Uo.}し=,*の選択により，タイプは自らよりも高い評価を報告するインセンティブを 

持たないし，t v よりも低いタイプもより高い評価を報告するインセンティブを持たない。よ 

って， ル. •より低いタイプルも正直に報告することを望む。したがってこのメカニズムはベイズ 

的誘因両立である。

最後に，メカニズムがベイズ的誘因両立であるから， i i より事後的効率性が従い， i i とivより事 

後的個人合理性が従う。移転のバランスもii iより従う これで証明完了である。 謹
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